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李
樹
健
編
著

『
慶
北
地
方
古
文
書
集
成
』

　
吾
国
に
は
奈
良
時
代
の
古
文
書
も
か
な
り
あ
り
、

時
代
の
降
る
に
つ
れ
て
そ
の
量
も
拡
大
と
な
る
。

筆
者
が
嘗
っ
て
日
本
古
文
書
学
の
演
習
に
出
た
時
、

学
生
の
扱
う
文
書
が
鎌
倉
か
ら
室
町
時
代
の
も
の

で
あ
る
の
に
驚
い
た
覚
え
が
あ
る
が
、
中
国
や
朝

鮮
に
は
こ
の
時
代
の
も
の
で
さ
え
も
僅
少
と
聞
く
。

朝
鮮
に
つ
い
て
は
、
戦
前
に
若
干
の
古
文
書
の
紹

介
や
日
本
人
の
研
究
が
あ
り
、
戦
後
も
少
し
は
行

わ
れ
て
い
る
。
韓
国
で
は
一
九
六
〇
年
代
に
入
っ

て
漸
く
古
文
書
に
関
心
が
も
た
れ
始
め
、
其
後
次

第
に
高
ま
り
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
、
所
謂
「
壬

（
辰
）
乱
」
　
（
秀
吉
の
朝
鮮
侵
略
）
以
前
の
も
の
は

従
来
極
め
て
少
な
く
、
ま
た
専
従
す
る
研
究
者
の

い
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
朝
鮮
古
文
書
学
は

未
だ
に
成
立
を
み
て
い
な
い
。

　
一
九
七
二
年
に
ソ
ウ
ル
大
学
校
附
属
図
書
館
編

『
影
蹴
古
文
書
集
真
』
が
刊
行
さ
れ
た
。
こ

れ
は
属
所
蔵
約
五
万
点
の
古
文
書
中
よ
り
、
李
朝

初
代
太
祖
か
ら
十
五
代
光
海
馬
（
一
三
九
二
至
一

六
二
三
）
迄
の
も
の
、
二
三
八
点
を
影
印
し
た
も

の
で
、
本
文
二
三
八
頁
よ
り
な
る
が
、
内
容
は
官

・
私
文
書
、
そ
れ
も
種
々
に
亘
っ
て
い
る
。
古
い

文
書
が
如
何
に
少
な
い
か
は
、
こ
れ
か
ら
も
容
易

に
知
り
得
よ
う
。

　
貰
年
十
二
月
二
十
日
、
金
束
旭
編
『
古
文
書
国

払
－
山
幕
以
前
文
書
を
主
と
し
て
』
　
（
延
世
大
学

校
人
文
科
学
研
究
断
刊
）
が
出
た
。
こ
れ
は
同
氏

が
主
と
し
て
慶
尚
北
道
を
廻
り
撮
影
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
が
、
他
に
ソ
ウ
ル
大
学
校
蔵
の
も
の
も
か

な
り
あ
っ
て
、
前
者
と
の
重
複
も
見
ら
れ
る
。
古

文
書
以
外
に
、
書
状
・
諺
箇
∵
手
決
（
花
押
）
・

懸
板
を
も
含
み
、
百
一
二
十
種
を
影
印
し
て
い
る
。

本
書
に
は
同
氏
の
「
古
文
書
の
様
式
的
研
究
序
説
」

も
収
め
ら
れ
て
い
る
。
表
題
に
は
「
壬
乱
（
一
五

九
二
・
一
五
九
七
）
以
前
」
と
し
て
は
い
る
が
、

そ
れ
以
降
で
万
暦
年
間
の
も
の
も
多
く
酒
に
つ
く
。

御
踏
査
の
労
を
多
と
は
す
る
が
、
如
何
せ
ん
、
旧

家
の
保
守
壁
に
遮
ぎ
ら
れ
て
、
充
分
な
成
果
を
挙

げ
得
ら
れ
て
な
い
様
で
あ
る
。

　
今
度
の
李
樹
重
氏
編
に
よ
る
本
書
は
、
そ
の
序

に
よ
れ
ば
、
慶
尚
北
道
無
徳
郡
に
成
宗
期
（
一
四

七
〇
－
九
四
）
の
文
書
が
多
く
存
す
る
と
の
報
に

接
し
、
民
族
文
化
研
究
所
の
「
嶺
南
地
方
古
邑
誌

調
査
」
な
る
事
業
を
一
時
中
断
、
一
九
七
八
年
七

月
か
ら
八
○
年
九
月
の
約
三
ケ
年
に
か
け
て
古
文

書
の
蒐
集
と
整
理
に
専
従
し
、
そ
の
結
果
成
っ
た

も
の
と
い
う
。
李
氏
に
は
『
嶺
南
士
林
派
の
形
成
』

（一

緕
ｵ
九
）
其
他
の
論
著
が
あ
り
、
そ
の
研
究

に
古
文
書
も
用
い
、
関
心
を
有
さ
れ
て
い
た
が
、

こ
の
三
年
間
は
休
学
時
の
酷
暑
厳
寒
を
冒
し
て
各

地
を
歴
訪
、
借
り
出
し
の
不
可
能
な
場
合
は
現
地

撮
影
し
、
そ
れ
ら
を
数
人
の
助
手
と
共
に
文
書
の

配
字
通
り
に
転
写
さ
れ
た
。
行
・
草
書
に
よ
る
も

の
も
多
く
、
判
読
甚
だ
困
難
で
あ
る
が
、
同
所
の

特
別
研
究
員
李
源
胤
氏
に
負
う
所
甚
大
と
い
う
。

文
書
の
蒐
集
は
、
現
在
も
古
い
風
習
を
保
ち
、
保

守
的
な
地
域
と
し
て
名
高
い
、
慶
尚
北
道
安
東
郡

を
中
心
と
す
る
所
謂
「
安
東
文
化
圏
」
及
び
そ
の

周
辺
で
あ
る
が
、
李
源
呼
子
は
嶺
南
地
方
の
儒
嬉

嬉
漢
李
下
の
後
畜
に
あ
た
り
、
そ
の
地
方
の
旧
家

と
熟
知
の
間
柄
に
あ
っ
て
、
文
書
調
査
に
大
き
く

寄
与
さ
れ
た
と
い
う
。
こ
の
様
な
人
脈
が
な
け
れ

ば
、
今
回
の
調
査
も
恐
ら
く
は
充
分
な
成
果
を
収

め
得
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
「
分
営
記
」

（
家
産
相
続
）
の
収
録
数
を
み
る
に
、
ソ
ウ
ル
大

学
校
本
”
金
束
旭
本
…
本
書
は
、
十
五
世
紀
の
も

の
は
一
”
三
”
二
一
、
十
六
世
紀
の
も
の
は
一
七

”
二
五
…
一
二
四
と
、
本
書
の
そ
れ
が
格
段
に
多

い
。
し
か
も
各
処
か
ら
の
寄
せ
集
め
で
は
な
く
、
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家
門
に
伝
来
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
各
文
書
が

有
機
的
に
関
連
し
、
年
代
の
古
さ
と
相
侯
っ
て
極

め
て
高
い
資
料
性
を
帯
び
て
い
る
。

　
さ
て
、
本
書
は
A
4
版
で
八
二
八
頁
、
文
書
は

多
く
が
行
・
草
書
で
書
か
れ
て
い
る
た
め
、
利
用

者
の
便
を
計
っ
て
活
字
化
さ
れ
て
い
る
が
、
原
文

書
通
り
の
配
字
と
し
、
濫
り
に
手
が
入
っ
て
な
い
。

収
録
文
書
は
、
法
制
史
・
社
会
史
・
経
済
史
の
基

本
資
料
と
な
る
公
・
私
文
書
で
、
壬
書
評
以
前
の

も
の
は
す
べ
て
、
以
降
の
も
の
は
撰
択
の
上
収
め

ら
れ
て
い
る
。
こ
の
範
転
語
の
文
書
は
、
補
遺
篇

と
し
て
刊
行
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。
内
容
は
、
r
①

李
氏
の
「
序
文
」
、
②
「
目
次
」
、
③
李
氏
の
「
解

題
及
び
研
究
篇
」
、
④
「
原
文
」
、
⑤
「
図
版
」
、

⑥
「
索
引
」
で
あ
る
。
③
は
④
「
古
文
書
の
蒐
集

と
整
理
経
緯
」
、
＠
「
収
録
文
書
の
種
類
と
体
制
」
、

◎
「
古
文
書
所
蔵
家
門
の
社
会
・
経
済
的
基
盤
」
、

㊥
「
古
文
書
を
通
じ
て
み
た
時
代
的
演
変
」
よ
り

な
り
、
就
中
◎
は
、
安
東
地
方
の
名
門
十
三
家
に

就
い
て
か
な
り
詳
細
な
論
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。

④
は
㊥
「
家
産
相
続
及
び
分
財
文
書
」
　
（
許
与
文

記
、
和
会
文
記
、
別
論
文
記
）
、
㊦
「
真
名
文
書
」

（
所
志
、
各
種
明
文
、
心
音
、
各
種
立
案
）
、
㊦

「
家
舎
・
土
地
・
不
整
明
文
」
　
（
家
屋
・
田
蛮
明

文
、
奴
碑
明
文
）
、
㊦
「
戸
口
単
子
」
、
⑪
「
雑
文

書
」
か
ら
な
る
が
、
と
り
分
け
㊧
が
多
い
。
⑤

「
図
版
」
は
本
項
と
「
原
文
」
中
掲
載
の
も
の
都

合
六
十
六
種
あ
る
が
、
元
来
保
存
が
よ
く
な
い
上

に
、
照
明
具
も
用
い
ら
れ
て
い
な
い
と
み
え
、
不

鮮
明
な
も
の
が
多
く
て
遺
憾
で
あ
る
。
⑥
「
索
引
」

は
、
文
書
の
種
類
・
家
門
・
個
人
名
・
地
名
・
事

柄
等
よ
り
も
引
け
、
配
慮
が
窺
わ
れ
る
。

　
李
氏
は
こ
れ
ら
文
書
の
検
討
を
経
て
、
㊥
に
於

て
種
々
興
味
深
い
事
柄
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
例

え
ば
、
高
麗
中
期
か
ら
李
朝
前
期
（
十
五
・
十
六

世
紀
）
迄
は
、
男
女
均
分
相
続
制
で
あ
り
、
　
「
承

家
無
論
」
に
お
い
て
も
、
長
子
が
妻
家
居
畑
地
に

分
家
す
れ
ぱ
、
次
子
が
家
を
継
ぎ
、
又
異
姓
養
子
、

外
孫
奉
祀
、
男
女
輪
回
奉
祀
も
あ
っ
た
。
と
こ
ろ

が
十
七
世
紀
以
降
は
嫡
男
長
子
優
位
相
続
、
嫡
男

長
子
承
家
奉
紀
と
な
り
、
更
に
財
産
相
続
か
ら
女

子
は
除
か
れ
る
傾
向
と
な
る
。
そ
れ
が
累
代
続
い

た
結
果
十
八
世
紀
に
は
、
　
「
万
石
君
」
等
と
呼
ば

れ
る
大
地
主
が
各
処
に
現
わ
れ
る
。
又
「
理
財
記
」

を
み
れ
ば
、
十
五
世
紀
に
は
奴
碑
、
十
六
世
紀
に

は
奴
碑
と
土
地
、
十
七
世
紀
に
は
土
地
が
そ
れ
ぞ

れ
多
き
を
占
め
る
が
、
十
五
世
紀
以
来
事
業
生
産

性
の
向
上
と
臼
本
及
び
清
の
侵
略
に
よ
る
奴
碑
の

逃
散
等
に
起
因
し
て
、
次
第
に
土
地
と
い
う
不
動

産
が
主
と
な
っ
た
。

　
文
書
自
体
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
料
紙
は
家
門
の

高
低
と
貧
富
に
よ
っ
て
そ
の
質
を
か
え
、
通
常
吏

読
を
混
え
た
漢
字
で
書
か
れ
る
が
、
そ
れ
も
時
代

が
降
る
に
従
っ
て
漢
文
式
の
も
の
が
増
え
る
傾
向

と
な
る
。
又
同
時
代
で
も
漢
文
に
習
熟
し
た
人
は

漢
文
式
で
書
き
、
そ
う
で
な
い
人
々
は
吏
読
を
多

く
謡
え
る
と
い
う
。
そ
の
文
体
も
個
人
に
よ
っ
て

差
が
み
ら
れ
る
。
文
書
に
用
い
ら
れ
る
サ
イ
ン
は
、

一
般
的
に
有
識
者
は
「
評
決
」
（
花
押
）
、
文
字
を

知
ら
ぬ
人
々
は
「
手
寸
」
　
（
右
目
は
左
の
中
指
の

第
一
、
第
二
関
節
間
の
長
さ
を
画
く
）
や
「
手
掌
」

（
手
全
体
の
輪
郭
を
画
く
）
に
よ
る
が
、
李
朝
初

に
は
有
識
者
も
「
手
寸
」
を
用
い
た
例
が
あ
る
。

士
族
婦
人
は
印
章
を
押
し
、
そ
れ
は
大
体
方
形
で
、

印
記
は
「
某
（
夫
姓
名
）
妻
某
氏
」
と
籔
書
が
普

通
で
、
黒
印
を
用
い
る
が
、
官
文
書
に
は
暴
論
を

使
う
。

　
た
ま
た
ま
目
に
つ
い
た
が
、
十
六
頁
「
権
山
前

成
文
」
の
第
三
行
「
…
…
他
余
遠
近
族
類
等
、
黄

只
…
…
」
と
あ
る
吏
読
「
戊
只
」
は
、
上
に
つ
け

て
「
重
文
只
、
」
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
筆
者
も
又
日
本
國
内
の
朝
鮮
本
を
求
め
て
同
様

な
作
業
を
行
っ
て
い
る
の
で
、
李
氏
を
始
め
と
す

る
諸
氏
の
努
力
に
敬
意
を
表
し
、
又
そ
の
困
難
の

幾
分
か
は
理
解
し
得
る
つ
も
り
で
あ
る
。
時
閾
的
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或
は
種
々
の
制
限
に
よ
り
多
少
の
手
抜
き
を
し
て

お
ら
れ
る
が
、
将
来
の
古
文
書
学
の
確
立
や
不
慮

の
事
態
に
備
え
る
た
め
に
も
、
是
非
凡
ゆ
る
資
料

が
蒐
集
、
計
測
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
継
手
決
に

も
留
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
李
氏
の
述
べ
ら
れ

る
如
く
、
　
「
教
旨
」
　
（
任
命
書
）
は
形
式
は
単
純

で
は
あ
る
が
、
個
人
の
経
歴
を
知
る
に
は
必
須
な

も
の
で
あ
り
、
決
し
て
疎
か
に
さ
れ
て
は
な
ら
な

い
。
撮
影
器
具
が
完
備
さ
れ
、
網
羅
的
に
調
査
が

継
続
さ
れ
ん
こ
と
を
切
望
し
て
止
ま
な
い
。

　
更
に
失
礼
を
顧
み
ず
述
べ
れ
ば
、
ソ
ウ
ル
以
外

の
学
者
に
は
、
そ
の
学
問
の
志
向
や
方
法
論
に
於

て
、
ソ
ウ
ル
大
学
校
を
中
心
と
す
る
、
い
わ
ば

「
ソ
ウ
ル
学
派
」
の
亜
流
と
も
言
う
べ
き
人
々
が

甚
だ
多
い
。
し
か
る
に
本
書
は
地
方
性
を
活
か
し

た
ま
さ
に
好
個
の
例
で
、
か
く
も
多
く
の
資
料
を

発
掘
、
呈
示
さ
れ
た
る
こ
と
、
学
会
へ
の
貢
献
極

め
て
多
大
と
言
い
得
よ
う
。
同
様
な
作
業
が
、
各

地
方
、
各
分
野
に
行
わ
れ
ん
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

　
筆
者
は
語
学
の
徒
で
あ
夢
、
本
来
紹
介
に
当
た

る
べ
く
も
な
い
が
、
以
前
古
文
書
に
関
心
を
も
っ

た
こ
と
も
あ
り
、
勧
め
ら
れ
る
ま
ま
に
筆
を
執
っ

た
。
正
鵠
を
逸
し
た
り
、
誤
解
し
た
所
あ
る
や
も

知
れ
な
い
が
、
寛
恕
を
乞
い
た
い
。

　
　
　
　
（
一
九
八
一
年
一
〇
月
　
韓
国
嶺
南
大
学
校

民
族
文
化
研
究
所
資
料
叢
書
第
二
輯
　
嶺
南

大
学
校
路
版
部
　
四
五
〇
〇
〇
ウ
ォ
ン
）

（
藤
本
幸
夫
　
富
山
大
学
人
文
学
部
助
教
援
）

会

出
口

　
去
る
六
月
一
〇
日
（
木
）
開
催
さ
れ
た
昭

和
五
七
年
度
春
季
定
例
の
理
事
会
・
評
議
員

会
に
お
い
て
、
つ
ぎ
の
案
件
が
承
認
・
可
決

さ
れ
ま
し
た
。

一
、
　
「
史
林
」
編
集
報
告

二
、
昭
五
和
五
六
年
度
決
篁
　
報
告
【
お
よ
び
昭

　
和
五
七
年
度
予
算
案

三
、
役
員
交
代

　
新
理
事
長
に
岸
俊
男
、
新
常
務
理
事
に

　
越
智
武
臣
両
氏
が
選
任
さ
れ
、
旧
理
事

　
長
樋
口
隆
康
氏
は
理
事
に
、
旧
常
務
理

　
事
応
地
利
鯛
氏
は
評
議
員
に
復
帰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
以
上

史
学
研
究
会

受
贈
図
書

　
（
一
九
八
一
年
四
月
一
二
日
～
五
月
二
一
日
）

研
究
年
報
（
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
文
化
研
究
所
）

　
一
五

東
京
商
船
大
学
研
究
報
告
　
一
一
＝

歴
史
手
帖
（
名
著
出
版
）
　
九
－
四
、
五

文
学
論
叢
（
愛
知
大
学
）
　
六
六

東
洋
史
研
究
（
京
都
大
学
）
　
三
九
i
四

日
本
歴
史
（
日
本
歴
史
学
会
）
　
三
九
五
、
三
九

　
六

芸
林
（
芸
林
会
）
　
二
九
－
四

立
命
館
法
学
　
一
五
〇
～
一
五
四

霞
。
。
8
試
。
，
。
冨
N
。
一
駐
。
7
目
窪
　
二
一
三
－
三

考
古
（
中
国
社
会
科
学
院
）
　
一
九
七
九
－
五
、

　
一
九
八
一
一
一
、
二

考
古
学
報
（
嗣
）
　
一
九
八
一
1
｝

立
命
館
文
学
　
四
二
四
～
四
二
六

経
済
科
学
（
名
古
屋
大
学
）
　
二
八
一
四

中
ハ
游
（
学
習
院
大
学
）
　
　
六

胃
朴
斗
舜
（
朝
鮮
社
会
科
学
院
）
　
　
一
九
八
一
－

　
一6

0
切
団
↓
Ω
〈
〉
ぬ
ω
↓
瓢
○
男
ゆ
〉
合
寓
ぬ
　
一
九
八

　
一
一
一
、
二

人
文
研
究
（
大
阪
市
立
大
学
）
　
三
二
（
四
～
一

ユ44 （6ユ8）


